
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方

 

 当社は、ベンチャー精神を原点に「絶えず新たな付加価値を創出する」「高い倫理観をもって社会に貢献する」という２つの企業使命を掲げて常 
に前進し、その成果を通じて広く社会経済の発展に寄与していくことを企業理念としております。また、企業価値の向上に向けて社内外の利害関 
係者から多様な意見を吸収し、経営の効率性、透明性、及び公正性を確保し、環境変化に迅速に対応する経営を目指しております。 
 当社は、この基本的な考え方のもと、企業活動の原点が株主、取引先、従業員等との共存共栄であることを認識し、会社法等の法令に基づき、 
コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図っております。  

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

―――  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE CORE CORPORATION

最終更新日：2011年6月23日

株式会社コア
代表取締役社長 簗田 稔

問合せ先：取締役常務執行役員 最高財務責任者 大平 茂
証券コード：2359

http://www.core.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
株式会社タネムラコーポレーション 2,095,144 14.12

株式会社シージー・エンタープライズ 2,072,356 13.97

種村 良平 1,681,480 11.33

種村 美那子 579,464 3.91

コア従業員持株会 579,000 3.90

種村 良一 505,400 3.41

神山 恵美子 305,100 2.06

田中 明美 304,900 2.06

牛嶋 友美 304,300 2.05

株式会社三菱東京UFJ銀行 160,000 1.08

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

 

＜監査役と会計監査人の連携状況＞ 
 当社は、新日本有限責任監査法人との間で会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査人を設置しております。当社の監 
査役と会計監査人は、監査の効率化を目指し、まず年度初めに相互の間で明確な監査計画・監査体制の状況を確認しております。また、監査役 
と会計監査人は定期的に会合を開催し、監査結果や改善点などを話し合い、取締役会に監査役意見としてフィードバックしております。 
 
＜監査役と内部監査室との連携状況＞ 
 当社監査役は、内部監査室と相互の連携を図っております。年度初めのミーティングにおいて、内部監査室から監査役に対して年度計画の説 
明と相互の計画についての意見交換を行います。また、内部監査室より実施した内部監査の状況と結果を監査役に報告するとともに、監査計画 
に基づく直近の監査予定部門の着目点等の意見交換を行っております。 
 
 
 
 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任していない

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
澤 昭裕 その他     ○   ○ ○

名古屋 信夫 公認会計士        ○ ○

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他



会社との関係(2)

 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明

 

 当社は、連結業績向上に対する貢献意欲、士気の向上、及び株主重視経営の一層の推進を目的に、現在までに取締役、監査役を含めた幹 
部社員を対象に新株予約権を２回発行しております。平成18年6月23日開催の定時株主総会決議分（新株予約権の行使期間：平成23年12月1日 
～平成26年11月30日）においては、将来の中核人材の成長を促進するため、一般社員にも対象者を拡大して付与しております。 
 
 

該当項目に関する補足説明

 

 平成18年6月23日開催の定時株主総会決議分として、新株予約権1,629個を当社取締役4名、当社監査役4名、当社執行役員11名、当社従業 
員593名、当社連結子会社の取締役、監査役及び従業員135名、合計747名に付与しており、そのうち当社取締役4名に対して合計50個を付与して 
おります。  
 
 

【取締役報酬関係】 

氏名
独立
役員 適合項目に関する補足説明

当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

澤 昭裕 ○

独立役員に指定しております。 
平成19年4月18日付で責任限定契約を締 
結しております。 
＜略歴＞ 
昭和56年４月 通商産業省入省 
平成９年６月 通商産業省 
         工業技術院人事課長 
平成15年７月 経済産業省 
         資源エネルギー庁 
         資源燃料部政策課長 
平成16年８月 東京大学 
         先端科学技術研究センター 
         教授 
平成18年６月 当社監査役 
平成19年５月 日本経済団体連合会 
         21世紀政策研究所 
         研究主幹（現任） 
平成22年２月 三澤株式会社 
         代表取締役会長（現任） 
平成22年６月 当社監査役（現任）

＜選任理由＞ 
 組織マネジメント研究者としての知見を活か 
し、当社のコンプライアンス体制の構築・維持 
を図れるとの考えから、同氏を選任しておりま 
す。 
＜独立役員指定理由＞ 
 株主の負託を受けた独立機関として、中立・ 
公正な立場を保持していると判断しておりま 
す。

名古屋 信夫 ○

独立役員に指定しております。 
平成21年6月25日付で責任限定契約を締 
結しております。 
＜略歴＞ 
昭和45年８月 公認会計士登録 
昭和46年６月 税理士登録 
平成元年２月 中央新光監査法人 
         （みすず監査法人） 
         代表社員 
平成18年10月 なごや公認会計士 
         事務所所長（現任） 
平成19年４月 日本公認会計士協会 
         業務本部主任研究員 
平成20年４月 慶應義塾大学大学院 
         商学研究科 
         特別招聘教授（現任） 
平成21年６月 当社監査役（現任）

＜選任理由＞ 
 現職の立場から企業経営にも精通し、また会 
計分野における専門的視点で監査機能の充実 
を図れるとの考えから、同氏を選任しておりま 
す。 
＜独立役員指定理由＞ 
 株主の負託を受けた独立機関として、中立・ 
公正な立場を保持していると判断しておりま 
す。

独立役員の人数 2 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、（社内監査役）、（社外監査役）、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役、子
会社の従業員

（個別の取締役報酬の）開示状況 全員個別開示



該当項目に関する補足説明

 

直前事業年度における役員報酬の内容は、次のとおりです。 
・ 取締役の年間報酬総額 138,369千円 (基本報酬 138,045千円、ストックオプション 324千円） 
 （全て社内取締役） 
 
・ 監査役の年間報酬総額 21,161千円 （基本報酬 21,045千円、ストックオプション 116千円） 
 （うち社外監査役 5,400千円（基本報酬のみ））  

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

―――  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

 

 当社では、監査役（会）からの求めがあった場合は、内部監査部門並びに財務経理部門が監査役の職務の補助を行うものとしております。ま 
た、当該補助者の取締役、執行役員からの独立性を確保するため、当該使用人の人事に関する事項は、監査役（会）との事前協議により定める 
ものとしております。 
 
 
 
 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）
 

 当社は、監査役制度を採用しており、経営監督機関である取締役会のもと、執行役員がそれぞれの担当業務を執行しております。また、社内外 
より選任された監査役により構成された監査役会を設置し、公平・公正な経営監視のもと、グループ経営状態の迅速・正確な情報把握と意思決定 
を行っております。 
 
 当社の監査役監査は、監査役４名（うち社外監査役２名）が取締役会への出席、稟議書等の決裁書類・重要書類の閲覧、さらに業務及び財産 
の調査等を通じて取締役の職務遂行状況や内部統制機能の整備・運用状況を監査しております。また、業務執行会議への出席を通じて各部門 
のリスク状況や対策の検討状況を確認しております。さらに、監査役自らが直接実施する監査に加え、内部監査室並びに監査法人からの報告書 
をもとに、当社グループの経営状況を適宜把握することで、コーポレート・ガバナンス機能の充実に努めております。 
 監査役監査の手法としましては、「監査役監査規程」において監査役の職務を執行するための行動基準を定め、これに基づく監査役の監査計画 
書・重点推進事項とともに法定監査事項・決算監査事項をあわせ、年度初めの経営幹部の年度計画発表会で通知しております。 
 内部監査室は、当社の内部統制基準に沿った各部門の業務執行状況の確認を基本に、年度単位に監査計画を立て、関係会社も含めたグルー 
プ経営執行状況の網羅的な監査を実施しております。直前事業年度においては、被監査部門に対して年一回の監査実施を原則に、業務監査を 
実施するほか、情報セキュリティ分野などのリスクマネジメント監査を実施しております。 
 
 本報告日現在における当社の経営の意思決定、業務執行、監督、及び内部統制の体制の概要は、後述の模式図のとおりであります。 
 
 
 
 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
 

 当社は、社外監査役が社外役員として経営のチェック機能を全うすることで十分に経営監督機能を果たすことが可能との考えに基づき現状の体 
制を採用するものであり、当社としては委員会設置会社、社外取締役中心の取締役会等のコーポレート・ガバナンス体制より適切であると考えて 
おります。 
 
 
 
 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

なし



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

 

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 平成23年6月23日（木曜日） 午前10時

電磁的方法による議決権の行使
当社が株式事務代行契約を締結している中央三井信託銀行株式会社の運営するインターネッ 
ト議決権行使ウェブサイトにより、電子投票制度で議決権を行使することができるようにしてお 
ります。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

＜情報開示の基本方針＞ 
 当社は透明性、公平性、継続性を重視し、株式会社東京証券取引所の定め 
る「適時開示規則」に従った情報を、正確かつ迅速に開示する方針でありま 
す。また、投資家の皆様の理解に役立つ有効な情報につきましても、積極的 
かつ公平に開示することを方針としております。 
 
＜情報開示の方法＞ 
 「適時開示規則」に該当する情報の開示は、株式会社東京証券取引所の提 
供する適時開示情報伝達システム（TDnet＝Timely Disclosure Network）を利 
用して報道機関等に情報を公開するとともに、登録後は速やかに当社ホーム 
ページにも情報を掲載いたします。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

 毎年、第２四半期決算及び期末決算の開示日より速やかにアナリスト・ 
機関投資家向けの説明会を開催しております。説明は代表取締役会長兼ＣＥ 
Ｏと代表取締役社長兼ＣＯＯの両名が行うとともに、質疑応答も基本的に両名 
が対応しております。

あり

IR資料のホームページ掲載 （URL）http://www.core.co.jp/ir/index.html 

IRに関する部署（担当者）の設置 （IR担当部署）社長室

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

 ステークホルダーの立場の尊重を規程するものとして、当社ホームページにおいて、当社の 
企業理念、企業指針等を示した「企業行動憲章」と当社社員の行動を規定した「企業行動基準」 
を開示しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

＜コンプライアンス体制の整備状況＞ 
 企業グループとしての倫理観・理念・指針とともに、各ステークホルダー間の法令・定款・社内規程遵守のあり方を定めた「企業行動憲章」「企業 
行動基準」を制定しております。また、専管組織として倫理委員会を組織し、企業行動憲章、企業行動基準、その他関連規程の教育啓蒙と遵守状 
況の確認を行っております。 
 日常の業務執行においては、全役員・従業員が定められた組織規程・職務権限規程等に基づいた処理を実施するとともに、内部監査室が法 
令・定款・社内規程・各管理マニュアル等に基づく業務処理の遵守状況を定期的に監査する体制をとっております。 
 また、従業員の声を経営層が直接汲み取り、法令・定款違反その他諸問題の早期解決に取り組めるよう、秘匿性を確保した内部通報制度を設 
置しております。 
 
＜リスク管理体制の整備状況＞ 
 経営状況の把握と営業・技術・管理等に関するリスク認識・対策検討の専管組織として、社長が議長となる「業務執行会議」を設置し、全ての部 
門責任者(取締役・執行役員及び社内外監査役）が出席のもと、月例で開催しております。 
取締役会・業務執行会議と連携する組織としては、「内部統制会議」「倫理委員会」「情報セキュリティ委員会」を常設し、各分野のリスク把握・未 
然防止策・再発防止策・従業員のリスク意識向上等の施策の実施、必要に応じた監査を行っております。 
 
＜情報管理体制＞ 
 業務執行に関わる情報は、社内規程および各管理マニュアルに基づき、法令・定款に則った情報・文書の保存・管理を行っております。情報・文 
書の管理にあたっては、当社で定めた情報セキュリティ・ポリシーに則ってこれを重要度別に分類し、必要な管理を実施しております。情報・文書 
の管理の運用にあたっては、必要に応じて運用状況を検証した上、関連規程・マニュアル等を適宜改正し周知徹底しております。 
 
＜企業集団における業務の適正を確保するための体制＞ 
 当社は、グループ会社が一体となって事業活動を行い、当社グループ全体の企業価値を向上させるため、「経営管理規程」を定めております。 
また、「関係会社管理規程」により当社のグループ会社に対し、倫理・法令等の遵守、会計基準の同等性確保、内部統制の維持・向上等に努めて 
おります 
 連結子会社各社では、月例の取締役会を開催(在外子会社は四半期毎に開催）するとともに、当社業務執行会議に主要な連結子会社社長が出 
席し、グループ事業活動に関する議論や意見交換を行い、グループ会社が当社グループの経営・財務に重要な影響を及ぼす事項を実行する際 
には、主管部門が適切な指導を行っております。 
 
 
 
 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
 

 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断することを「企業行 
動憲章」「企業行動基準」に定め、基本方針としております。また、事態発生及びその恐れがある情報の提供を受けた際は、総務部門が適宜警 
察・顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ速やかに対応するものとしております。 
 
 
 
 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

―――  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

―――  

買収防衛策の導入の有無 なし



(参考資料１)コーポレート・ガバナンス体制についての模式図

（参考資料２）適時開示体制の概要

＜適時開示体制の概要に関する補足説明＞

　当社は、適時開示すべき情報に対し、主要な会議体、担当者および部門責任者からの各報告を情報管理部門が

網羅的に収集し、情報取扱責任者に迅速に報告する体制をとっております。情報取扱責任者は、開示業務を統括

する情報開示委員会を開催し、適時開示すべき情報の出所･根拠に基づく正確性、法令・上場規則・社内規程等に

基づく適法性を確認し、株主・投資家等の視点から開示資料の内容の十分性、明瞭性等の確認を行っております。

専門的領域については、監査法人や弁護士等の助言を適宜受けております。

　情報取扱責任者は、情報開示委員会での協議結果を踏まえて適時開示すべき情報を取締役会に付議・承認の

もと、会社として公式に開示する情報を決定しております。

　情報の公表にあたっては、取締役会での承認後TDnetを通じて速やかに開示するほか、当社ホームページにも

同様の情報を掲載し、公平かつ迅速な周知に努めております。開示後の外部からの問合せは、社長室が総合窓口

となり、問合せ先部門と適時・適切な応対と見解の表明に努めております。

　開示前情報の取扱いにあたっては、「内部情報管理規程」の全社周知、適時開示についての全社への啓蒙、

開示実務者への教育を適宜実施するほか、情報取扱責任者自らが主要な社内会議に同席し、適時開示すべき

情報の確認、意見の表明を行っております。
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